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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２６年１月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（推進器損傷） 

発生日時 平成２５年５月１３日 ０３時００分ごろ 

発生場所 北海道厚岸
あっけし

町厚岸港南東方沖 

 厚岸灯台から真方位１４１°１３８海里付近 

 （概位 北緯４１°０８.０′ 東経１４６°４６.０′） 

インシデント調査の経過  平成２５年５月１６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十六誠
せい

照
しょう

丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２０３０３（漁船登録番号）、河越水産株式会社 

 １４.０６ｍ（Lr）×３.６４ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５０４kＷ、平成４年７月２３日 

第２００－２７６１５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 １８歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年３月１８日 

  免許証交付日 平成２５年３月１８日 

         （平成３０年３月１７日まで有効） 

機関長 男性 ４１歳 

 六級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１８年２月３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２８年２月２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾管船首側軸受の焼損 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、厚岸町厚岸漁港を出

港し、厚岸港南東方沖において、低速で漁場の移動中、平成２５年５

月１３日０３時００分ごろ、主機等の警報は鳴らなかったものの、船

尾側から振動及び異音がしたので、機関長が主機のクラッチを切り、

停船した。 

 本船は、機関長が主機及び機関室内を点検し、また、乗組員が潜水

してプロペラ及びプロペラ軸を点検したが、異常が発見されなかった
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ものの、低速でも振動があったので、損傷を大きくしないようにする

ため、主機の運転を諦め、えい
．．

航を船主へ依頼した。 

本船は、来援した僚船にえい
．．

航され、１６時２０分ごろ巡視船にえ
．

い
．
航が引き継がれ、１４日０８時００分ごろ厚岸漁港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

船尾管の冷却については海水で行われ、主機の冷却海水用船底弁か

ら主機の冷却海水ポンプで吸引及び加圧された海水が、主機のインタ

ークーラーの入口部で分岐し、ゴム製の配管（外径約１７㎜、以下

「本件冷却管」という。）で船尾管の船首側にあるコックの付いた軸

封装置へ導かれ、船尾管の船首側軸受（以下「本件軸受」という。）

及び船尾側軸受（内径約１２５㎜のクロロプレンゴム製）とプロペラ

軸の隙間を通って冷却及び潤滑し、船外へ排出されていた。 

本船は、２年前に主機を、平成２５年３月～４月のドック整備時に

船尾管の船首側軸受、船尾側軸受、プロペラ軸、プロペラ及び主機冷

却海水ポンプインペラをそれぞれ新替えした。 

本船では、主機を過回転数で運転したことはなく、また、本インシ

デント発生当時の航海中、本インシデント発生まで船尾管に異常を感

じていなかった。  

 本船の機関室の見回りは、１日に３回程度行っており、本インシデ

ント当日も、点検したが、異常はなかった。 

 機関長は、毎入港後又は出港前、本件冷却管の船尾管の船首側を外

して点検しており、本インシデント発生当時の航海前の５月８日に点

検した際、異常を認めなかった。 

 主機冷却海水圧力は、本インシデント発生当時の航海中、低下した

ことがなかった。 

 機関長は、本インシデント発生後、本件冷却管の船尾管の船首側を

外した際、小さな海草の塊がでてきたので、本件冷却管が詰まったも

のと思った。 

 本船では、本インシデント後の修理業者による点検において、本件

軸受が焼損していたことが判明した。 

本船は、本インシデント後の修理において、本件冷却管を外径約１

７㎜から約２２㎜に変更した。 

（写真１ 本件軸受焼損状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、厚岸港南東方沖において、漁場の移動中、本件冷却管が閉

塞したことから、船尾管の潤滑及び冷却が阻害され、プロペラ軸と本
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件軸受が焼き付いて主機の運転ができなくなり、運航不能となったも

のと考えられる。 

本件冷却管は、本インシデント後の機関長の点検により、同管内に

海草が発見されたことから、海草で閉塞した可能性があると考えられ

る。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、厚岸港南東方沖において、漁場

の移動中、本件冷却管が閉塞したため、船尾管の潤滑及び冷却が阻害

されてプロペラ軸と本件軸受が焼き付き、主機の運転ができなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船尾管の冷却海水管は、スケール、海草等で閉塞することが考え

られるので、可能な限り、内径の大きな配管とすること。 

 

写真１ 本件軸受焼損状況 

 


